
第　１条　 本大会は第68回全日本学生空手道選手権大会とする。

第　２条　 本大会は(一社）全日本学生空手道連盟が主催し、関西学生空手道連盟がその運営を取り行う｡

第　３条　 本大会の目的は大学空手道の健全な育成と加盟校相互の親睦を図るを旨とする。

第　４条　 本大会は全日本学生空手道連盟加盟校を以って組織する。

第　５条　 本大会は下記の役員を設ける。
１．大会名誉会長   ２．大会会長　　３．大会副会長　　４．大会顧問　　５.大会相談役
６.大会委員　７．大会参与　８．大会運営委員   ９．大会実行委員　10.審判員

　　　

第　６条　 大会会長は本大会を統轄する。

第　７条　 顧問は学職経験を有する者の中から理事会において推薦し会長が委嘱する。

第　８条　 大会委員は、委員長･副委員長･委員を以って構成する。

第　９条　 監査役は競技規定により構成され、任務を遂行する｡

　　　　 又審判員の判定に対する異議の申し立ては各大学の責任者が競技監査役を通じて行う｡

第１０条　 審判員は競技規定により構成され、任務を遂行する｡

第１１条　 大会運営委員、大会実行委員は本大会の事務･運営を行う｡

第１２条　 本大会が開催されるまでに下記の会議を設ける｡

１.理事会　　２.学生総会

第１３条　 理事会は各大学選出学連理事を以って構成する｡

第１４条　 学生総会は各大学の委員を以って構成し、試合参加資格等について討議する｡

第１５条　 本大会の経費は連盟加盟校よりの参加費、協賛費､広告料等を以って賄う。

第１６条　 本大会の会計報告は全国理事会にて行う｡

第１７条　 本大会の表彰は組手競技男女各１位、２位、３位(２名）　　優秀選手賞 男女各８名 

(DivisionⅠ・Ⅱ共通）

形競技 男女各１位、２位、３位(２名）

第１８条　 連盟費、大会参加費、学生連盟会員登録等その他費用が未納の場合は参加を認めない｡

第１９条　 加盟団体で本連盟の業務の運営を阻害したり、本連盟の名誉を毀損した場合は、

参加を認めない。

第２０条　 本大会の出場資格①～③の条件を全て充たしていなければならない｡

①一般社団法人全日本学生空手道連盟に加盟している者｡

②一般社団法人全日本学生空手道連盟会員登録済の者。

③公益財団法人全日本空手道連盟会員登録者でアマチュア規定に触れないもの｡

④出場停止処分を受けていない者｡
以上
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